
当院では、入院患者13人に対して1人以上の看護職員を配置しています。

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく
観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目に分かる
明細書を無料で発行しております。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても
明細書を無料で発行しております。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載
されていますので、その点、ご理解をいただき、ご家族の方が代理で
会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を
希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

当院は診察室等において、マイナ保険証を通じて取得した患者さん
の診療情報等を活用して診療を行っています。また、マイナ保険証の
促進等の医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んで
います。

○ オンライン請求を行っています。
○ オンライン資格確認を行う体制を有しています。
○ オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室等で

閲覧または活用できる体制を有しています。
○ 電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスを活用できる
  体制を有しています。
○ マイナンバーカードの健康保険証利用について利用体制を整えて
  おり、院内掲示・推進をしています。
○ 医療DX推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施する

ための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて
当医療機関への掲示およびホームページに掲載しています。
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2024年10月1日から、後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある
⾧期収載品（先発医薬品）の処方を患者さんが希望された場合、
特別の料金（選定療養費）をお支払いいただくこともあります。
 

当院では患者さんの状態に応じ、28日以上の⾧期の処方を行うこと
リフィル処方せんを発行することのいずれの対応も可能です。
⾧期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医
が判断致します。

一部の医薬品について、十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、院外薬局でより柔軟な対応ができるよう、特定の商品名
だけではなく薬の主成分による処方箋（一般名処方）を発行する
場合がありますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

当院は「かかりつけ医」として次のような取組みを行っています。

〇 必要に応じ、適切な医療機関（専門の医師・医療機関）への紹介を行っています。
〇 他の医療機関と当院で処方されている薬について確認し、診察や必要な服薬指導を
  行っています。
〇 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
〇 介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
〇 夜間，休日の問い合わせについて
〇 医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する地域の医療機関を検索
  できます。

  診療時間    9：00-18：00
  夜間・土曜日午後・日曜日・祝日 ☎ ０７６－２６３－６３５１
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当院では、医療に従事する職員の賃金改善を図るため、
外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）と入院ベースアップ評価料88
を算定しております。
本評価料は、医療従事者の処遇改善にその金額を充当することにより
医療従事者が安心して職務に従事できる環境を整え、質の高い医療
を継続的に提供することを目的としております。

当院では、患者または他の患者等の生命または身体を保護するため
緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施を禁止しています。

当院は看護師の負担を軽減し、より安全な医療を提供するため
全職員が協力し、役割分担や処遇改善に取り組んでいます。

〇業務量の調整
時間外労働が発生しないような業務量の調整、時間内での委員会活動の実施

〇看護職員と他職種との業務分担
  薬剤師、療法士、臨床検査技師、管理栄養士、社会福祉士、事務職員
〇看護補助者の配置

複数配置、早朝配置
〇多様な勤務形態の導入

短時間正規雇用、夜勤の減免、半日・時間単位休暇
妊娠・子育て中・介護中の短時間勤務

〇夜勤負担の軽減
夜勤専従者の配置、2交替勤務制

〇安定的な欠員補充と定着促進
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